
相模原市指定情報公表センター受託者の公募に係る要項 

 

１ 公募概要 

(1) 公募内容 

介護保険法（平成９年法律第 123号）第 115条の 42の規定に基づく指定情報公表セ

ンターの受託者募集 

(2) 募集数 

１法人とする。応募法人が複数ある場合は、入札により選定を行う。 

(3) 公募スケジュール 

募集期間：令和８年３月５日（木）から令和８年３月１９日（木） 

選定結果の通知：令和８年３月下旬（予定） 

(4) 指定の期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで（１年間） 

 (5) 公表予定件数 

   約１０００件/年 

(6) 応募方法 

相模原市ホームページに掲載している申請書類及びその添付資料一式を郵送又は持

参にて、次の期日までに提出すること。 

・申請書類掲載場所 

 トップページ＞子育て・健康・福祉＞介護・介護予防＞介護の事業者向け情報＞ 

お知らせ＞令和８年度相模原市介護サービス情報の公表に係る指定情報公表センタ

ー及び指定調査業務受託者の公募について 

・締切日：令和８年３月１９日（木）午後５時（必着） 

 

２ 事業内容 

相模原市指定情報公表センター（以下「指定情報公表センター」という。）公表の対象

とされているサービスを実施する相模原市内の全ての事業所に関する情報公表業務を行

うこととし、具体的な内容については次に示すとおりとする。 

(１) 公表計画の策定等 

ア 市が報告、調査、公表に関する計画（以下「公表計画」という。）を定めるに当

たり、その原案を作成すること。 

イ 市が国民健康保険団体連合会から取得した介護報酬実績額等を取り込むシステ

ム等を構築し、公表計画の原案を作成すること。 

ウ 市が公表計画を定めたとき、指定情報公表センターのホームページにおいて公

表すること。 

エ 公表対象事業所を把握し、公表計画に定める基本情報調査票及び運営情報調査

票（以下「基本情報調査票等」という。）を用いた報告の提出先、提出期限等を計



画通知書（様式１）により通知すること。 

(２) 既存公表対象事業所の報告等 

当該年度の公表計画に位置付けられた事業所が報告を提出できる期間について、実

施の１か月前までに計画通知書（様式１）により通知すること。なお、調査に当たり必

要に応じて確認のための通知を行うこと。 

また、相模原市手数料条例（平成 12年相模原市条例第７号）に規定されている介護

サービス情報公表手数料（以下「公表手数料」という。）の納入通知書発送等に関する

事務に協力すること。 

(３) 新規公表対象事業所の報告等 

４月以降、新たに報告の対象となる介護サービスの提供を開始しようとする事業者

（以下「新規事業者」という。）が報告を提出できる期間について、計画通知書により

通知するとともに、公表手数料の納入通知書発送等に関する事務に協力すること。 

(４) 再開公表対象事業所の報告等 

上記(２)又は(３)に該当し、かつ市長が休止の届出を受理している事業者で、当該年

度に介護サービスを再開しようとしている事業者（以下「再開事業者」という。）が提

出する報告の提出期間について、計画通知書（様式１）により通知するとともに、公表

手数料の納入通知書発送等に関する事務に協力すること。 

 (５) 報告の受理等 

ア 公表対象事業者及び指定調査機関から報告のあった基本情報調査票及び運営情

報調査票について、不備がないことを確認した上で受理すること。 

イ 報告に不備があった場合は、その旨を当該公表対象事業所に対して通知し、報告

の再提出を求めること。 

ウ 事業者及び指定調査機関から報告のあった基本情報調査票等について、電子デ

ータにより報告のあった日から起算して２年間保管すること。 

エ 基本情報調査及び運営情報調査に関するマニュアルを作成し、必要があればそ

の都度修正すること。 

(６) 調査票の送付 

事業者から報告された基本情報調査票等を当該事業所の調査を担当する指定調査機

関に、速やかに送付すること。 

(７) 情報の公表 

原則として、公表計画に基づき、公表対象事業所ごとの基本情報及び運営情報を情報

公表システムへの掲載により公表すること。 

(８) 公表等の実施状況の管理等 

ア 公表対象事業所に係る公表等の実施状況を管理するとともに、１か月に一度、市

に当該実施状況を報告すること。 

イ 基本情報調査票等を提出しない事業所について適宜督促を行い、報告開始月の

翌月末までに公表手数料又は調査手数料を納付或いは調査票を報告しない事業所



に係る督促等の事務を市へ引き継ぐこと。 

(９) 対象外事業所の情報の公表の取扱い 

前年度に公表の対象であって当該年度に公表の対象とならなかった事業所の情報は、

原則として、その情報の公表の日から１年を過ぎた日まで公表すること。 

(10) 基本情報及び運営情報の修正依頼等 

既に公開されている基本情報又は運営情報の訂正が必要と判断した場合には、次の

とおりとする。 

ア 当該年度の調査対象事業所に対しては情報の再調査を依頼すること。 

イ 当該年度の調査対象外事業所に対しては情報の修正を依頼すること。 

(11) 調査票マニュアル等の入手 

事業者が介護サービス情報公表制度を円滑に利用できるよう調査票マニュアル、発

送書類等をダウンロードできるシステム等を運用すること。 

(12) 苦情等の対応 

ア 介護サービスの利用者又は事業者等から寄せられる苦情に対応するための窓口

を設置すること。 

イ 介護サービス利用者から調査機関及び市に寄せられた基本情報や運営情報に関

する苦情を取りまとめ、必要に応じて公表対象事業所に照会すること。 

ウ 当該苦情に関し、介護サービス利用者に必要な説明を行うこと。 

(13) 情報公表に係る普及啓発 

公表情報が適切に利用者等に伝わるように、利用者の家族、地域、地域包括支援セン

ター又は居宅介護支援事業所等への普及啓発を行うこと。 

(14) 公正・中立委員会等の設置 

受注者の法人の役員、当該法人の種類に応じた構成員又は職員の構成について、介護

サービスを現に提供する事業者の役員、役員であった者及び職員並びに当該役員又は

職員の配偶者及び３親等以内の親族（以下「情報公表事務の利害関係者」という。）が、

当該法人の役員、法人の種類に応じた構成員又は職員の総数の２分の１を超えて含ま

れている場合は、情報公表事務の利害関係者以外で、情報公表事務に関する知識を有し、

公正・中立性を確保できる者で構成され、情報公表事務の内容を実質的に決定すること

ができる委員会等を設置すること。 

上記に規定する委員会等に関して、受注者の法人内における独立性及び自己完結性

の保持について、当該法人の定款等に定めること。 

(15) 調査機関調整会議の開催 

指定情報公表センターと調査機関が情報交換や事務調整等を行うことで円滑な業務

の遂行を図ることを目的に、調査機関調整会議を開催すること。 

(16) 情報公表事務規程の制定 

介護保険法施行令（平成 10年政令第 412号）第 37条の６を準用する同令第 37条の

11 の規定に基づき、情報公表事務開始前に情報公表事務規程を定め、市の認可を受け



なければならない。なお、これを変更しようとする場合も同様とする。 

(17) 秘密保持の義務 

受注者の法人の役員若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、情報公表事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（18）情報公表事務の引継ぎ 

契約期間満了後、翌年度に情報公表事務を実施予定の法人が円滑に実施することが

できるよう引継ぎ等を行うこと。 

 

３ 法令の遵守 

業務遂行に当たっては、関係法令等を理解し遵守するものとする。なお、業務で特に関

連する法令等は次のとおりである。 

(1) 介護保険法 

(2) 個人情報の保護に関する法律 

(3) 介護保険法施行令 

(4) 労働基準法、最低賃金法、その他労働関係法令 

(5) その他業務に関する諸法令 

 

４ 事故防止マニュアル及び個人情報保護マニュアルの整備等 

事故防止マニュアル及び個人情報保護マニュアルを整備するとともに、事故又は個人

情報の漏洩等が発生したときは、遅滞なく市へ報告すること。 

 

５ 特記事項 

この募集は、令和８年度予算が相模原市議会において議決されることを条件とする案

件であるため、予算の議決がなされないときは、成立しない。 

また、応募者が複数ある場合には入札を行うため、応募に際しては事前に入札参加登録

（かながわ電子入札共同システムでの登録）されていることを要するものとする。 

【参考】かながわ電子入札共同システム  

 http://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/ 

  

http://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/


様式１ 

 

令和   年度「介護サービス情報の公表」制度  

計 画 通 知 書 
 

令和 年 月 日 

御中 

 

 

 
令和 年度「介護サービス情報の公表」計画における貴事業所の当該介護サービス事業に係

る報告・調査・公表について、次のとおり通知いたします。 
 

事業所を運営する法人名 

調査対象サービスの対象事業所名、サービス名、事業所番号 

[事業所名] 

[サービス名]                     [事業所番号] 
 

公 表 計 画 の 基 準 日      令 和 年 月 日 

公 表 計 画 の 期 間      令 和 年 月 日 か ら 令 和 年 月 日 

調 査 票 の 提 出 先      相模原市指定情報公表センター（ 下記のとおり） 

調 査 票 の 提 出 期 間               から 

調 査 日 の 予 約 期 間               から 

調 査 を 行 う 月 

調 査 を 行 う 

指 定 調 査 機 関      連 絡 先 ： 

公 表 を 行 う 月 

 
手 数 料      別添納入通知書記載のとおり 

 

 

調 査 票 の 提 出 先 

相模原市指定情報公表センター（               ） 

★ホームページ   

★調査票をホームページから提出する際のログインＩＤ、パスワード 

[ ログインＩＤ]         

 

※ 当計画通知書は１年間大切に保管願います。 


